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問１ 計画の作成業務、又は相談援助業務とは何か。 

 

答１ 計画の作成業務は、居宅サービス計画、介護予防サービス計画、訪問介 

護計画等の各サービス計画（ただし、福祉用具販売・貸与計画は含まない。） 

  の作成業務を指します。 

   相談援助業務は、介護保険法の指定又は開設許可を受けた介護サービス

事業所又は施設での生活相談員又は支援相談員としての業務を指します。 

 

問２ 介護支援専門員の資格は持っていないが、通所介護事業所で通所介護計

画の作成業務に携わっていた者は、計画の作成業務に従事していたと認め

られるか。 

 

答２ 介護支援専門員の資格を持っていない者でも、計画の作成業務の実務経

験がある者は、計画の作成業務に従事していたと認められます。 

 

問３ 実務経験年数についての確認方法は？ 

 

答３ その者の経歴書（別添参考様式）により判断します。 

 

問４ 経過措置期間内に指定有効期間満了日となる事業所において、新たな資

格要件に該当する生活相談員の配置が無い場合は、指定更新されないのか。 

 

答４ 指定更新が経過措置期間内であれば、指定更新は可能である。ただし、 

指定更新後、平成３０年４月１日からは、新たな資格要件に該当する生活 

相談員を配置する必要があります。 


